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日 曜 行   事 

1 月 委員会 図書ボランティア 

2 火 個人懇談 ICT ４時間授業 

3 水 児童集会 ４時間授業 太陽の広場 

4 木 個人懇談 ４時間授業 教育相談日 
5 金 ６年プール参観・臨海説明会 AET 東っこスタディ 
6 土 全市一斉パトロール 

7 日  

8 月 着衣水泳（３年・４年）クラブ 図書ボランティア  

9 火 着衣水泳（５年） ICT 

10 水  

11 木 着衣水泳予備日(３年) AET 

12 金 着衣水泳(６年)予備日(４・５年)AET 東っこスタディ 

13 土  

14 日  

15 月 海の日   

16 火  １～５年４時間授業 ６年臨海練習５・６ｈ ICT 

17 水  

18 木 給食終了  AET 

19 金 終業式 １１：１０下校 教育相談日 

20 土 夏季休業日（８月２５日まで） 

21 日     

22 月 6 年臨海学習                      

23 火 6 年臨海学習   

24 水  

25 木 夏休みプール① 

26 金 夏休みプール② 
27 土  

28 日  

29 月 夏休みプール③ 

30 火 夏休みプール④  

31 水  
 

 
 
 

《 教 育 目 標 》      

一人ひとりのもちあじを生かし

仲間とのつながりを大切にし、 

自ら考え行動する児童の育成                 

 《めざす子ども像》      
○よく考え、すすんで学習する子 
○明るく、思いやりのある子 
○健康でたくましい子 
○人と協力し、よく働く子 
○すすんであいさつができる子 
 

 いじめ予防の取り組みについて 

 本校では毎学期、子どもたちを対象とした「いじめについてのアン
ケート」を実施しています。アンケートを実施後、アンケートでは現
れない子どもたちの思いや子どもたちの心の変化に気づけるように

担任は学級の子どもたち一人ひとりと面談の機会を持っています。さ
らに、全教職員のいじめに対する認識を高めるための教員研修を行
い、子どもたちに「いじめとは何か」「いかなる理由があってもいじ
めは許されるものではない」ということを指導しています。 
 いじめは、２０１３年に公布された「いじめ防止対策推進法」の第
２条にて次のように定義されています。 
 
 
 
 

 
 本校では毎週木曜日を原則とした生徒指導に係る会議で、いじめに
関する状況を確認しています。ただ、いじめは絶対にあってはならな
いと指導をしても発生してしまうケースがあります。そのために教職
員は、いじめはいつどこにでも起こりえるものであるという認識のも
と、児童の様子の変化の確認、いじめの早期発見、早期解決を図るこ
とを共通認識しています。本校の現況としては、何気なく言ってしま
った一言、軽い気持ちや遊びの延長で言ってしまった一言で友だちの
心を傷つけたことがありました。例え悪気は無く、軽い気持ち、遊び
の延長であっても使ってはいけない言葉があることを、どの学級でも

指導しています。ご家庭でも、同様のことや、きょうだい喧嘩等で用
いている言葉で気になることがありましたら、お子さんと一緒に、相
手も自分も傷をつけない言葉について考えていただければ幸いです。 
 ６月は、宿泊学習や遠足・社会見学・東っこまつり等、どの学年も
学級で一つの目標に向けて、みんなで協力し助け合ったりすること
で、子どもたちの成長を感じることができる場面がたくさんありまし
た。吹田東小学校に通う子どもたちにとって、明るく楽しく過ごせる
場となるよう引き続き努力してまいりますので、ご協力をよろしくお
願いいたします。           

校長 三宅 友子 

  
 

７月の行事予定  

児童の登校時刻について 
学校生活のきまりでは、児童の登校時刻は

８時～８時２０分となっています。 
早すぎる登校や遅刻は、見守りの大人がい

ないため、事故や不審者による声掛け事案な
ど危険な場面に出会いやすくなりますので、
登校時刻を守るよう、ご協力をお願いいたし
ます。 
また、３年生以上の課外クラブの朝練習に

参加する児童は、「家の近くの人と誘い合って
複数で登校する」「防犯ブザーを持ち歩く」な
ど、ご家庭でお子さんと話し合っていただき
ますようお願いします。 
 

下校時刻変更について 
 ６年生が７月２２・２３日に一泊二日で若
狭和田ビーチへ６年間の水泳学習の総まとめ
として臨海学習に行きます。 
７月１６日～１８日は、教職員と６年生と

で臨海学習の水泳練習を行います。それに伴
って下校時刻を変更しますので、お知らせし
ます。 
・７月１６日(火)～１８日(木)４時間授業 
 １～５年生 １３時１５分頃下校 
 ６年生   １５時３０頃下校 

夏休みプール学習について 

 夏休みの水泳学習は、各学年８回を予定し
ています。詳細は、後日配布される「夏休み
の水泳学習について」をご覧ください。 
・実施日時 
前 半 ７／２５・２６・２９・３０ 
後 半 ８／２０・２１・２２・２３ 

２・３・４年   ９：００～ ９：５０ 
１・５・６年  １０：００～１０：５０ 
＊気象予報で熱中症危険度を表す WBGTが３１
を超える場合は、その日のプール学習を中止
とします。中止の連絡は、朝８時にミマモル
メで配信します。 いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等

当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な

影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。)であっ

て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 



第５中学校の７月行事 

[ここに出典を記載します。] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行事 

1 月  

2 火  

3 水  

4 木  

5 金  

6 土 全市一斉パトロール 

7 日  

8 月  

9 火  

10 水 個人懇談・特別時間割 

11 木   

12 金  

13 土  

14 日  

15 月 海の日 

16 火  

17 水   

18 木  

19 金 終業式 大掃除 

20 土  

21 日  

22 月  

23 火  

24 水  

25 木  

26 金   

27 土  

28 日  

29 月  

30 火  

31 水  

東っこまつり

６／２１(金) 

４年社会見学「くるくるプラザ」６／１１(火) 

１・６年ペア遠足 ６/７日（金） ５年林間学習 ６／５(水)・６日（木） 

 

プール開き ６/１０（月） 

４～６年ガンバふれあい活動６/１７（月） 

３年遠足 

「キッズプラザ」 

６／１４(金) 


